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本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-1987〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・ホームページアドレス　http://www.boj.or.jp/
※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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1．議決事項

（ 1）金融政策決定会合関係 

◆金融市場調節方針の決定に関する件（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、次回金融政
策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすることを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加
　　　 するよう金融市場調節を行う。
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◆資産買入れ方針の決定に関する件（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、資産の買入
れについて、下記のとおりとすることを決定した。

記

1. 　長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加する
よう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、
金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残存期間は7年～12年
程度とする。

2. 　ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約3.3兆円、年間
約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。

3.　CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。

02_2-3資産買入れ_4月号.indd   202_2-3資産買入れ_4月号.indd   2 2016/05/26   14:51:392016/05/26   14:51:39



3平成28年4月　第801号

◆「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（4月27・
28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、当面の金融
政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

◆政策金利の決定に関する件（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、政策金利に
ついて、下記のとおりとすることを決定した。

記

　日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
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◆「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するた
めの資金供給オペレーション基本要領」の制定等に関する件
（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、平成二十八
年熊本地震にかかる被災地の金融機関を対象に、適切な金融調節の実施を通じ
て、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援するとと
もに、今後の被災地の金融機関の資金調達余力を確保する観点から、下記の諸
措置を講ずることを決定した注1）。

記

1. 　「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給
オペレーション基本要領」を別紙1.のとおり制定すること。

2. 　「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給
オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」を別紙2.のとおり制定す
ること。

3. 　「平成二十八年熊本地震にかかる被災地企業等債務に関する担保の適格性判
定等に関する特則」を別紙3.のとおり制定すること。

4. 　「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関す
る特則」（平成28年1月29日決定）を別紙4.のとおり一部改正すること。

注1）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「補完当座預金制度基本要領」の一部改正に関する件（4月27・
28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、金融機関の
貸出増加に向けた取り組みをより一層支援するとともに、金融調節の一層の円
滑化を図る観点から、「補完当座預金制度基本要領」（平成28年1月29日決定）を
別紙.のとおり一部改正することを決定した注2）。

注2）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「経済・物価情勢の展望（2016年4月）」の基本的見解を決定す
る件（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27、28日の金融政策決定会合において、「経済・物
価情勢の展望（2016年4月）」の基本的見解注3）を決定した。

◆金融政策決定会合の議事要旨（2016年3月14、15日開催分）に
関する件（4月27・28日）

　本委員会は、平成28年4月27・28日の金融政策決定会合において、金融政策決
定会合の議事要旨（2016年3月14、15日開催分）注4）を承認した。

注3）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月28日公表）。
注4）　インターネット・ホームページをご参照ください（5月9日公表）。
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（ 2）通常会合関係 

◆議長の職務を代理する者の決定に関する件（4月5日）

　本委員会は、平成28年4月5日、日本銀行法第16条第5項の規定に基づき、政策
委員会議長 黒田東彦委員に事故がある場合に議長の職務を代理する者および代
理する場合の順位を以下のとおりとすることを決定した。

石田  浩二 委員　　第三順位

◆理事の推薦に関する件（4月8日）

　本委員会は、平成28年4月8日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務
大臣に対し、前田 栄治を理事に推薦することを決定した（5月11日、財務大臣
より任命）。
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◆政策委員会月報（平成28年3月）に関する件（4月19日）

　本委員会は、平成28年4月19日、政策委員会月報（平成28年3月）を承認した。
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2．報告事項

●業務リスク管理（政策委員会室）

●金融システムレポート（金融機構局）注）

●最近の考査結果の概要（金融機構局）

●平成27年度下期の検査結果等（検査室）

● 金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（金融
機構局）

● 平成27年度「不動産その他の重要な財産の取得または処分」に関
する報告（文書局、発券局、システム情報局）

注）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月22日公表）。
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